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経営管理を
委託

経営管理を
再委託

森林所有者
（所有者が不明の場合

にも特例を措置）

市町村

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

林業経営者

市町村が自ら管理

意向を
確認

経営管理が行われていない森林について
市町村が仲介役となり森林所有者と担い手を繋ぐ仕組みを構築

森林経営管理法（森林経営管理制度）の仕組み

※森林所有者から市
町村への申出も可

新たな制度を追加

これまでは森林所有者自ら、
又は民間事業者に委託し経営管理
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森林環境譲与税

活用を想定

〇経営管理が⾏われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理することや、
林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進。



制度の必要性 〜 森林における様々な課題 〜
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県外

在村者
76％

県内

保有森林面積
1,343万ha

不在村者24％

森林の所有者のうち、
相続時に何も手続き
をしていない

17.9%

宅地 農用地 林地 合計

55% 74% 45% 52%
資料：国土交通省（H31年4月調べ）

 多くの地域に⼿⼊れ不⾜の⼈⼯林がある
（市町村担当者への聞き取り）

 所有者が不明な森林がある
（登記簿情報だけでは所有者に連絡がつかない割合）

 境界が明確化されていない
（地籍調査の進捗状況）

宅地 農用地 林地 合計

19.3% 19.0% 28.2% 22.2%
資料：国土交通省（平成29年度地籍調査における土地所有者等に関する調査）
注：ここでの「所有者不明」としては、登記簿上の登記名義人（土地所有者）の登記簿上の住所に、
調査実施者から現地調査の通知を郵送し、この方法により通知が到達しなかった場合を計上。

 森林所有者の４分の１は地域に不在
（不在村者保有の森林⾯積の割合）

資料：農林水産省「農林業センサス」
国土交通省（H23 農地・森林の不在村所有者に対するインターネットアンケート）

注１：不在村者とは、森林所有者であって、森林の所在する市町村の区域に居住、または事業
所を置く者以外の者。

注２：国土交通省の調査時点では、森林法に基づく森林の土地の所有者の届出制度は未施行。

森林の手入れ不足等への対応が必要

■十分に行き届いている ■どちらかと言えば行き届いている
■手入れ不足が目につく ■全般的に手入れが遅れている

1%

16%

46%

37%８割

市町村内の
人工林は

手入れ不足と認識



経営管理実施権

市町村の委託を受けて伐採等を実施するために民間事
業者に設定される、経営管理権に基づく権利

経営管理権

森林所有者の委託を受けて伐採等を実施
するために市町村に設定される権利

①
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託市

町

村

経営管理実施権
の設定

経営管理実施権
配分計画

林業経営に適した森林

経営管理権の設定
（意向・申出）

経営管理実施権
の設定を希望す
る民間事業者を
公募・公表

都
道
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【支援措置】

都道府県による市町村の事務の代
替執行も措置。

経営管理権
集積計画

○ 市町村による間伐等の実施
（市町村森林経営管理事業）

自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林

経営管理受益権 経営管理受益権

経営管理受益権

②

③

④

意向調査

森林経営管理法（森林経営管理制度）の概要
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①森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
②森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が森林の経営管理の委託を受け
③林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託
④再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施



制度に係る取組の対象とすべき森林 制度に係る取組の対象とする必要性の低い森林

私有林

近年、施業が⾏われた
ことが把握できない

近年、施業が⾏われ
たことが把握できた

天然林⼈⼯林

特に施業を⾏う
必要性が低い

当⾯、特段の経営や管理
が不要な森林

経営や管理がされていない
おそれのある森林

集積・集約化を念頭においた検討
（配置・所有者等）

公有林（都道府県・市町村有林）

⾏政が⾃らの財産として、
適切に経営や管理を実施

⺠有林（＝「森林簿」や「林地台帳」に載っている森林が対象）

※財産区有林等についても、地域の実情に応じて
制度に係る取組の対象としても構わない

制度の対象とすべき森林の基本的な考え⽅
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意向調査とは
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○ 意向調査の記載項目
一 集積計画対象森林についての
経営管理の現況

二 集積計画対象森林についての
経営管理の⾒通し

三 その他参考となるべき事項

（例）
• お持ちの⼭林について、現在どのように管理
（⾒回り）や整備（間伐などの施業）をされ
ていますか？

• 過去10年以内に間伐等の整備をしましたか？

（例）
• お持ちの⼭林の今後の経営や管理についてど
のようにお考えですか？

選択肢として、
① ⾃ら経営や管理をしたい。
② ⾃分で委託先を探し、経営や管理を

委託したい。
③ 市町村に経営や管理を委ねることを

検討したい。 等

（例）
• 意向調査票に記載した⼭林はあなたが所有し
ている⼭林で間違いありませんか？

（森林経営管理法施行規則第３条）

〇森林経営管理法に基づく「意向調査」と言うためには、次の３点を満たす必要があります。
〇その上で、問や選択肢は、各地域の考えに基づいて調整して構いません。



森林経営管理制度の取組状況 〜 意向調査 〜
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〇意向調査については、令和元年度中に私有林人工林がある市町村の約３割で計10万ha超の実
施見込み。

〇意向調査の準備も含めた制度に係る取組は、令和元年度中に約８割が実施見込み。

注：１）令和元年度末見込みの取組予定を令和２年１月に市町村に聞き取り。
２）私有林人工林がある1,592市町村のデータ。
３）計の不一致は四捨五入による。

経営管理意向調査の令和元年度中の実施見込み

令和元年度中に約８割の市町村が制度に取り組む見込み



（参考） 意向調査の実施傾向 〜 回答率 〜
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調査対象者（人）

14%
（14市町村）

31%
（31市町村）28%

（28市町村）

27%
（27市町村）

1〜30％ 31〜50％ 51〜70％ 71〜100％

注：回答を回収中である数値を含んでいることに注意。

全市町村の
56％

〇半数以上の市町村において、対象者の５割以上から意向調査の回答を得ている。
〇半数以上の市町村において、回答者の５割が経営管理を「市町村に委託したい」と回答。

【市町村に委託を希望する割合別の市町村分布】
（所有者ベース）

【調査対象者数と回答率の関係】

注：回答を回収中である数値を含んでいることに注意。



森林経営管理制度の取組状況 〜 申出 〜
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【申出の状況】（令和元年12月末時点）

注：令和元年12月末時点の取組状況を令和2年1月に市町村に聞き取り。
面積については、整数値で記載（計は実数値を使用）。

都道府県市区町村 件数
（件）

筆数
（筆）

面積
（ha）

福島県 郡山市 1 3 48
栃木県 矢板市 4 5 2
埼玉県 秩父市 2 5 4
新潟県 南魚沼市 1 10 1
石川県 七尾市 1 2 5
石川県 志賀町 1 1 5
兵庫県 養父市 41 122 122
兵庫県 丹波市 1 1 1
島根県 松江市 2 3 3
岡山県 美作市 1 2 7
⻑崎県 五島市 1 2 1
計 56 156 196

手入れ不足の森林の解消を図るため、市が
初年度の試行的な取組として、森林組合と
連携して、森林経営管理制度の申出の仕組
みを活用することで、市が対象森林の経営
管理権（５年）を取得したうえで、非経済
林の保育間伐を実施（令和元年度は約
100haを予定）。

森林所有者からの申出を活⽤した森林整備
（ 兵庫県 養父市 ）

〇森林所有者からの経営管理権集積計画の作成の申出については、11市町で延べ56件､196ha
（令和元年12月末時点）。



森林経営管理制度の取組状況 〜 集積計画 〜
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〇経営管理権集積計画については､28市町村で延べ365件､560ha策定（令和２年３月末時点暫定値)。

【経営管理権集積計画策定状況】（令和２年３月末時点暫定値）

注：令和２年３月末時点での市町村からの情報提供等。

都道府県 市町村 件数
(件)

面積
(ha)

⻘森県 ⻄⽬屋村 1 7
秋田県 横手市 1 1

大館市 31 69
山形県 最上町 36 17
栃木県 鹿沼市 3 2

矢板市 3 2
埼玉県 秩父市 7 17

横瀬町 1 5
⻑瀞町 6 13
小鹿野町 22 35

石川県 七尾市 1 1
輪島市 10 12
珠洲市 10 7
志賀町 1 4
中能登町 1 1
穴水町 15 20
能登町 2 2

都道府県 市町村 件数
(件)

面積
(ha)

岐阜県 恵那市 26 25
静岡県 富士市 91 54

小山町 5 3
兵庫県 養父市 42 126

朝来市 29 96
和歌山県 田辺市 6 20

有田川町 2 5
島根県 浜田市 1 6
岡山県 美作市 1 7
愛媛県 ⻤北町 1 1
宮崎県 えびの市 10 4
計 365 560



森林経営管理制度の取組状況 〜 配分計画 等 〜
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〇経営管理実施権配分計画については､２市町で延べ４件、56ha策定され、林業経営者によっ
て間伐等を実施（令和２年３月末時点暫定値)。

〇市町村森林経営管理事業については、９市町において間伐等を実施（令和２年３月末時点暫定値）。

令和元年12月に経営管理権を取得し、森林
組合に保育間伐を発注（約４ha）。

市町村森林経営管理事業による森林整備
（ 石川県 志賀町 ）

令和元年６月に、全国初となる経営管理権
を取得し、その中で林業経営に適にした森
林について、企画提案を公募し、経営管理
実施権を設定（約２ha）。
令和２年２月に追加で作成した経営管理権
集積計画の対象森林についても、令和２年
度中に、経営管理実施権の設定等を計画。

経営管理実施配分計画に基づく森林整備
（ 埼玉県 秩父市 ）



森林所有者の
⼀部が不明

森林所有者の
全員が不明

森林所有者全員が知れており、
全員が計画作成に同意

森林所有者の⼀部が不明であるが、
知れている全員が計画作成に同意

森林所有者全員が不明

原則

共有者不明森林の特例

所有者不明森林の特例

【留意事項】
○ 存続期間の上限は50年
○ 以下の場合には取消の申出可

 ⺠間事業者に経営管理実施権
が設定されていない場合
・共有者不明森林

→ いつでも取消申出可
・所有者不明森林

→ 計画公告から５年以降に
取消申出可

 ⺠間事業者に経営管理実施権
が設定されている場合
→ ① ⺠間事業者の承諾を得た

または、
② やむを得ない事情かつ
⺠間事業者に対し損失
の補償を⾏った場合に
取消申出可

経営管理が適切に⾏われていない森林の特定

権利設定

経営管理の状況等を踏まえ優先順位を⽴てて意向調査

同意みなし

同意みなし

森林所有者
市町村
都道府県

計画公告計 画 作 成
（森林所有者の同意を徴収）

申出

公告

探索 公告 裁定

異議の
申出

６⽉以内に異議の
申出がない場合

６月以内に申出がなければ、
その後４⽉以内に市町村⻑
が都道府県知事に裁定を申請申出

登記簿上の森林所
有者の相続人（原
則として配偶者と
子）までで可

・登記事項証明書
・戸籍謄本
・除籍謄本
・戸籍の附票
・住民票など

探索

登記簿上の森林所
有者の相続人（原
則として配偶者と
子）までで可
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所有者不明森林等に係る特例措置



森林経営管理制度の取組状況 〜 所有者不明森林等に係る特例措置 〜
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〇１３市町において、所在が不明であった森林所有者の探索を実施（令和元年12月末時点）。
〇探索により所在が判明した森林所有者については、改めて意向を確認するとともに、引き
続き所有者・共有者が不明の森林については、今後、経営管理権設定に向けた公告等の手
続きを検討。

都道府県 市区町村
共有者不明森林 所有者不明森林

探索を行った
所有者数

判明した
所有者数

探索を行った
所有者数

判明した
所有者数

秋田県 大館市 41 - 0 0
秋田県 鹿角市 3 2 11 7
栃木県 鹿沼市 0 0 1 1
栃木県 矢板市 2 2 42 42
岐阜県 郡上市 30 - 2 2
岡山県 美作市 0 0 74 -
広島県 福山市 0 0 3 3
広島県 府中市 2 2 41 40
広島県 世羅町 6 10 7 37
徳島県 美馬市 0 0 184 -
徳島県 上勝町 0 0 38 20
徳島県 つるぎ町 0 0 105 -
⻑崎県 ⻄海市 0 0 11 3

【森林所有者の探索の状況】（令和元年12月末時点）

注：令和元年12月末時点の取組状況を令和2年1月に市町村に聞き取り。



森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知見や技術力を活かし、市町村との連携や助言等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 13



森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知見や技術力を活かし、市町村との連携や助言等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 14



森林経営管理制度に係る取組事例 〜 秋田県 大館市 〜

15

 森林経営管理制度を周知するため、市の広報に制度を紹介するページを設けるほか、公⺠館単位で
森林所有者向けの座談会を開催（令和元年度は計12回開催）

 令和元年度は２地区419haで意向調査を開始し、令和２年度以降は毎年600haずつ計画的に実施
していく計画

 令和元年度に策定した集積計画（約50ha）について、経営管理実施権の設定や市町村森林経営管
理事業の発注に着⼿する見込み

 実施体制
 座談会や意向調査、集積計画策定等は、
市が直営で実施

 新たに専門員４名を雇用
 境界画定業務は委託

 基礎データ
林野率 79％
森林面積 70,092ha
私有林人工林面積 12,179ha
地籍調査進捗率 51％

 座談会の様子と広報誌の特集



森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知見や技術力を活かし、市町村との連携や助言等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 16



森林経営管理制度に係る取組事例 〜 熊本県 御船町 〜

17

 森林経営管理制度の取組を進めるため、制度開始に合わせて元森林組合職員１名を地域林政
アドバイザーとして雇用

 令和元年度は約200ha（83名）を対象に意向調査を実施、令和２年度も同規模で取り組む計画
町内在住者53名には地区座談会や⼾別訪問により調査票を⼿交、町外在住者20名には、
電話連絡した後、郵送で送付

 森林の地籍調査進捗率０％の中、地元精通者の協力のもと計画的に境界明確化を実施
（令和元年度：73名、197ha）

 基本的な現地確認・境界確認の進め方 実施体制
 町の林業担当職員は０名
 座談会や⼾別訪問等意向調査は、地域林政
アドバイザーが実施

 現地確認及び境界確認は、地元精通者２名
を雇用

 基礎データ
林野率 56％
森林面積 5,552ha
私有林人工
林面積 2,489ha

森林の地籍
調査進捗率 0％

１ 境界がわかる所

２ 施業履歴からわかる所

３ 地元協⼒者がわかる所

判明
＊ 境界がわからない所

地元精通者とともに森林所有者
が立会し境界を決める

境界杭を打ち、ＧＰＳ機器で測量

 説明会の実施



第10次地⽅分権⼀括法（森林法の⼀部改正） （令和２年６⽉10日公布）

18

〔固定資産課税台帳情報の内部利⽤に係る要件〕
（地方税法上の守秘義務に抵触しないと解する要件）

○ 森林法において、林地台帳の正確な記載の確保に向け、市町村が森林の⼟地の所有者を把握する
ために調査を⾏う旨の規定を追加し、市町村における固定資産課税台帳の情報の内部利⽤を拡⼤

【令和２年６⽉10⽇施⾏】

〔森林法改正の意義・効果〕

森林所有者の情報をより効率的に把握することが可能となり、今後、市町村が林地台帳情
報
の更新・修正や経営管理意向調査等の取組をより円滑に進められるものと期待

令和２年６月15日付で固定資産課税台帳に記載された森林所有者に関する情報の利用等
に関する通知を林野庁、総務省からそれぞれ発出

今後
平成24年４⽉1日以前から森林の⼟地の所有者であった者
の情報に関しても、固定資産課税台帳の情報の提供を受け
られるように

従来
平成24年４⽉1⽇以降新たに森林の⼟地の所有者となった
者の情報に限り、市町村税務部局から同林務部局に対して、
固定資産課税台帳の情報を提供

① 税務部局から他部局への情報提供を可能
とする「内部利⽤」に関する法律上の規定
があること

② 使用目的の公益性が高く、固定資産税情
報の確認が不可⽋であること

森林法第191条の２において、規定済

新たに森林法第191条の４第２項にお
いて、林地台帳の正確な記載の確保に
向け、調査を⾏う旨の規定を追加
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所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
（令和２年7月3日）



20

国土交通省令和２年5月26日 報道発表資料



所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
（令和２年7月3日）
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森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知見や技術力を活かし、市町村との連携や助言等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 23



森林経営管理制度に係る取組事例 〜 新潟県 糸魚川市 〜

24

 平成30年度に、市内全域で地域の区⻑等を対象として事前の調査を実施（回答率77％）
 令和元年度は、事前調査において特に経営管理の委託に前向きな回答の多かった２地区（36ha）
を対象に意向調査を実施し、経営管理権集積計画の案の作成まで取り組んだ

 １地区につき、３年をかけて意向調査から経営管理権集積計画の作成、市町村森林経営管理事業の
実施、⺠間事業者への再委託を⾏う計画で取り組み中

 １地区３年計画による取組の展開

 実施体制
 市、県地域振興局、森林組合が連携し、
定期打合せ及び意向調査等の地区説明会
を実施

 説明会や意向調査票の
発出等は直営

 調査結果のとりまとめ
等は委託

 現地確認、意向調査の地区説明会

 基礎データ
林野率 82％
森林面積 60,587ha
私有林人工林面積 8,168ha
地籍調査進捗率 4％



森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知見や技術力を活かし、市町村との連携や助言等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 25



市町村の森林・林業担当職員の現状

26

〇市町村の森林・林業担当職員は全国で3,000人程度であり、専ら林務を担当する職員数が０人
の市町村が４割を占めるなど、体制が十分でない市町村が多い。

〇私有林人工林が1,000ha以上の市町村（我が国の私有林人工林面積の97%を占める）では、一定の職員
数を確保している市町村が多いが、職員数０人の市町村も約１割存在する。

＜全市町村（1,741）＞ ＜私有人工林1,000ha以上の市町村（981）＞

資料：総務省「地方公共団体定員管理調査」（H31）等

0人
694市町村
（40%）

1人
412市町村
（24%）

2人
249市町村
（14%）

3〜5人
251市町村
（14%）

6〜10人
102市町村
（6%）

11人以上
33市町村
（2%）

0人
116市町村
（12%）

1人
277市町村
（28%）

2人
218市町村
（22%）

3〜5人
236市町村
（24%）

6〜10人
101市町村
（10%）

11人以上
33市町村
（3%）



地域林政アドバイザー制度

制度のスキーム

★市町村が地域林政アドバイザーの雇用や委託に要した経費については、
特別交付税措置の対象（措置率：都道府県0.5・市町村0.7、対象経費：１人あたり500万円が上限）

市町村

嘱託職員等
として雇用
又は業務委託

候補となる技術者や事例等
の情報の提供

雇用又は業務
委託・市町村

への派遣

林野庁都道府県

研
修

技術者・
地域精通者

技術者が
在籍する法人

地域の人材

以下のいずれかに該当する技術者の方、
又はその技術者が在籍する法人
・ 森林総合監理士登録者又は林業普及

指導員資格試験合格者（林業改良指導
員及び林業専門技術員を含む）

・ 技術士(森林部門)
・ 林業技士
・ 認定森林施業プランナー
・ 地域に精通する方で、林野庁が実施

する研修又はそれに準ずる研修を受講
する者

都道府県 市町村 計

平成29年度
0

(0)
36

(38)
36

(38)

平成30年度
1

(5)
63

(67)
64

(72)

令和元年度
5

(14)
120

(155)
125

(169)

活用実績
（単位：自治体数、括弧内は人数）

対象者の要件 ○林務専門職員が不在の中、
森林組合に地域林政アドバ
イザーの業務を委託。

○間伐等の施業現場の調査
や経営計画に対する指導を
受けており、これまでなかな
か目の行き届かなかった町
有林の整備のほか、木材利
用の推進にも取り組んでい
くこととしている。

○森林総合監理士の資格を持
つ県職員ＯＢに地域林政ア
ドバイザーの業務を委嘱。

○市有林の現況調査や伐採
計画の策定、林地台帳の整
備等に対する専門的な立場
からの助言や、林業関係者
との繋がりが増えたことで、
今後は木材利用の推進や
地域振興に繋がることが期
待。

個人への委嘱の事例 -岩手県花巻市-

法人への委託の事例 –北海道小清水町-

〇平成29年度より、林業技術者の活用により市町村の森林・林業行政を支援する体制の構築に
取り組む「地域林政アドバイザー制度」を推進。

27



森林経営管理制度に係る取組事例 〜 和歌山県 有田川町 〜

28

 意向調査は、合併前の３地域のうち、１地域は町直営、２地域は各地域の森林組合に委託で実施し、
町直営の地域は４年、委託の地域は10年で終了する予定

 令和元年度の意向調査への回答率は75％、このうち町に経営管理委託希望の意向は43％で、
小面積の森林所有者の希望が多い傾向 約５haについて集積計画を公告

 意向調査の結果 実施体制
 町の林業担当職員は３名
（平成29年度の担当部署新設時には、
いずれも林業担当は初経験）

 「直営」地域は、森林経営計画の作成
が見込めないため、市町村による公的
管理を想定

 「委託」地域は、森林経営計画の作成
を期待し、林業経営者への再委託につ
なげることを想定

 基礎データ
林野率 77％
森林面積 26,920ha
私有林人工林面積 17,516ha
森林の地籍調査進捗率 82％

意向調査にご協力いただいた
森林所有者へのお礼状

所有者数
（人）

筆数
（筆）

面積
（ha）

意向調査実施状況 423 1,447 1,465
回答結果 317 1,131 1,205
町に委託希望の意向 135 379 332



森林経営管理制度に係る取組事例 〜 島根県 〜
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①市町村業務の技術支援
②県内管理システム推進連絡会議の運営
③市町村職員の実務研修の企画・実施

■ センター⻑

〇経理庶務担当

■森林経営第⼀課⻑ 〇地域推進員

〇地域推進員■森林経営第⼆課⻑

※センター⻑・担当課⻑（計3名）は県職員を派遣

 センターの業務内容

 島根県では、市町村の意向を踏まえた支援組織を設置し、森林の集積・集約化等をはじめとした
技術的支援を行う。

 支援組織については、市町村と県からの受託費等により運営。
 各市町村で再委託モデル地区の設定を目標に、対象地区抽出に取り組む。

森林経営推進センター

 実施体制  主な活動内容

市町村毎に設置される地域協議会に参画し、技術的
知見により協議会の運営を効率的にサポート

再委託業務の技術支援
経営管理権集積計画案の作成・経営管理実施権
配分計画の進行管理 等

市町村森林経営管理事業の業務支援
（管理計画案・発注設計書の作成 等）

市町村が⾏う森林経営管理制度に係る業務を技術的に⽀援島根県では、（⼀社）島根県森林協会内に「森林
経営推進センター」を設置し、県内市町村の新た
な森林管理システムの運営を⽀援

 活動実績（令和元年度）
経営管理権集積計画作成 ５市町、約29ha



「緑の人づくり」総合支援対策のうち 森林経営管理制度推進事業
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【令和２年度予算額 41,205（30,204）千円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．市町村支援技術者養成事業（継続）
○ 森林経営管理制度の運⽤に当たって、技術・指導⼒を有し、市町村の森林・
林業担当職員を⽀援する技術者を養成します。
また、その技術水準の維持・向上を図るための継続教育等を実施します。

２．森林経営管理制度実施円滑化事業（新規）
○ 市町村が森林経営管理制度の運⽤を軌道に乗せることができるよう、全国の
知⾒・ノウハウを集積・分析し、市町村等に提供します。

＜対策のポイント＞
森林経営管理制度の運⽤が軌道に乗るまでの間、本制度を円滑に実施するために必要な知⾒やノウハウを市町村等に習得・蓄積させる。

＜政策目標＞
○森林経営管理制度の⽀援を⾏える技術者の育成（１,000⼈［令和5年度まで］）

国
委託

⺠間団体等

＜事業の流れ＞



森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知見や技術力を活かし、市町村との連携や助言等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 31
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森林所有者や⾃伐林家、ボランティア活動等を⾏っている⼈⼯林の整備に関⼼のある⽅
を対象に、森林整備に関する基礎的知識やチェーンソーの取扱い、安全な伐倒技術等を
学ぶ講座を開催。

講座では森林組合の他、地域の森林ボランティアが補助講師として協力して指導。
講座修了後、森林整備活動を⾏うボランティア団体を案内し、地域での森林整備の活動
を推奨。

 令和元年度の事業計画
【事業費】
827千円（全額譲与税）

【事業内容】
（１）⼈⼯林整備間伐養成講座（基礎）
講座日数：５日間
主な内容：座学、チェーンソーの取扱い、

林分調査等
（２）山主自伐支援講座（実践）

（※上記講座修了者を対象）
講座日数：３日間
主な内容：かかり木等の安全な処理技術、

ウィンチ等を使用した搬出等

 基礎データ
林野率 60％
森林面積 23,180ha
私有林人工林面積 12,111ha
令和元年度譲与額 32,164千円

事業スキーム
市

岡崎森
林組合

ボランティア団体

委託 協力

受講者

森林環境譲与税を活⽤した担い⼿育成 〜 愛知県 岡崎市 〜



森林経営管理制度を円滑に運⽤するにあたっての課題

平成３０年度

（意向調査準備）

令和元年度

（意向調査の実施～集積計画の作成）

令和２年度

（配分計画の作成・森林整備の実施）

H30.5 法成立 H31.4 法施行 R元.9 譲与開始

事前準備 意向調査の実施
（申 出） 集積計画の作成

＜森林整備、路網整備の実施＞

森林整備の実施
配分計画の作成 森林整備の実施
意向調査の実施（２年目）

【住民の関心がない】
・座談会や説明会の実施
【森林情報や境界が明確化していない】
・県が実施したレーザーデータを解析
・地元の精通者を雇用し明確化作業を推進

【どこから取り組んで良いかわからない】
・モデル地区を設定し実施してみる
（境界が明確化している、高齢者が多い地区等）
・民間事業者と連携し、森林所有者からの申出を促す

【発注の仕方がわからない】
・県から発注システムを市町村に配布
【担い手がいない】
・小規模な森林は自伐林家等に委託

【森林環境譲与税の活用】
・市町村独自事業の創設
（荒廃した森林の整備、整備に必要な路網の維持・修繕等）
・上流域（山村部）と下流域（都市部）との連携の推進

〇市町村職員等からの声の多くは森林経営管理制度そのものの課題ではなく、従来からの課題。
〇関係者の皆様の知⾒や技術⼒を活かし、市町村との連携や助⾔等をお願いいたします。

【職員がいない】
・都道府県の支援、近隣市町村との連携（協議会や調整会議の設置等）
・民間事業者との連携、新たな組織の立ち上げ（県森連との連携等） 33



林業の成長産業化と適切な管理に向けて

御清聴ありがとうございました。


